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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月１日 １２時５７分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市手島北西方沖 

 小手
お て

島港４号防波堤灯台から真方位３５１°２.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２５.０′ 東経１３３°３８.８′） 

事故の概要 

 

 油タンカーしなつは、東進中、また、液化ガスばら積船東栄
とうえい

丸は、

南西進中、両船が衝突した。 

 しなつは、左舷船尾部に破口及び擦過傷を生じ、また、東栄丸は、

右舷船首部ハンドレールの曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー しなつ、３,５７５トン 

   １４１０４３、東幸海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

   １０４.２０ｍ×１６.００ｍ×８.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３０９kＷ、平成２１年４月２２日 

Ｂ 液化ガスばら積船 東栄丸、７４９トン 

   １４０２２７、株式会社アトラス・マリン（船舶所有者）、株

式会社グローウィル（船舶管理会社） 

   ６３.２２ｍ（Lr）×１１.５０ｍ×４.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１７年７月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年５月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１０月１６日 

    免状有効期間満了日 平成３１年５月２９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年３月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１０月２９日 

    免状有効期間満了日 平成３３年３月１７日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に破口及び擦過傷 

Ｂ １番貨物倉右舷通風筒に折損及び右舷船首部ハンドレールに曲損

等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、Ｃ重油約５,０００kℓを積

載し、岡山県倉敷市水島港で揚げ荷をする目的で、船長Ａが操舵室前

面中央のレピータコンパスの右舷側に立ってリモコンによる手動操舵

に当たり、平成２７年１２月１日１２時４５分ごろ手島北西方沖で東

に向首した態勢で揚錨を開始した。 

 船長Ａは、１２時５０分ごろ抜錨し、機関を極微速力前進として東

進を始めたとき、左舷船首方にＢ船を視認し、Ｂ船がＡ船に左舷側の

船体を見せていたので、Ａ船と左舷を対して通過するものと思い、機

関を微速力前進として航行を続けた。 

 船長Ａは、１２時５３分ごろ機関を半速力前進として、増速しなが

ら東進していたところ、左舷船首方のＢ船がＡ船に右舷側の船体を見

せ、Ａ船の船首方を横切る態勢となっていることに気付いて不審に思

い、汽笛で短音５回を吹鳴した。 

 船長Ａは、Ｂ船が針路及び速力を変えずに左舷船首方に接近したも

のの、いずれＢ船がＡ船の汽笛に気付き、元の針路に戻してＡ船と左

舷を対して通過するものと思い、汽笛で短音の吹鳴を続けるととも

に、荷役準備を終えて昇橋していた航海士（以下「航海士Ａ１」とい

う。）に国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）でＢ船を呼び

出すよう指示した。 

 船長Ａは、航海士Ａ１が再度ＶＨＦでＢ船を呼び出したものの、Ｂ

船からの応答がなく、Ｂ船が針路を変えずに左舷船首方至近に接近し

たので、右舵一杯とし、機関停止を指示した。 

 Ａ船は、１２時５７分ごろ手島北西方沖においてその左舷船尾部と

Ｂ船の右舷船首部とが衝突し、本事故発生場所付近に投錨した。 

 船長Ａは、乗組員の安全、浸水及び油の流出がないことを確認した

後、海上保安庁に本事故の発生を通報し、船舶所有者に連絡をした。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、ブタジエン約６００ｔを積載

し、山口県徳山下松港で揚げ荷をする目的で、１２時１０分ごろ水島

港を出港し、船長Ｂが単独の船橋当直について操舵スタンド後方に立

ち、倉敷市太濃地
ふ と の じ

島と上濃地
か み の じ

島の間を通過した後、約１３.３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西南西進し

た。 

 船長Ｂは、１２時３８分ごろ左舷船首方にＡ船を含む約３隻の錨泊

船を視認した。 
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 船長Ｂは、１２時５４分ごろ、左舷船首方約０.５Ｍの所を先行す

る同航船（以下「Ｃ船」という。）が左転して南西進を始めたので、

Ｃ船に続こうと思い、自動操舵から手動操舵に切り換え、針路を真方

位約２３７°としたとき、錨と錨鎖を洗浄するための海水がＡ船の船

首ホースパイプから出ていることを認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船の動静を確認しようと思い、ＡＩＳを見たところ、

Ａ船の目的地が水島港であることを知ったものの、Ｃ船とＢ船の距離

が約０.５Ｍなので、Ａ船がＣ船とＢ船の間を通過することはないも

のと思った。 

 船長Ｂは、１２時５５分ごろ、Ａ船からの汽笛及びＡ船からＶＨＦ

で呼び出されていることに気付き、レーダーでＡ船を確認したとこ

ろ、レーダー画面にエコートレイルによるＡ船の航跡が映っており、

Ａ船がＣ船とＢ船の間を通過する態勢で東進していることを認めて危

険を感じ、直ちに可変ピッチプロペラの翼角を０°とした。 

 船長Ｂは、右舵一杯としたものの、舵効を得ることができない状態

でＡ船が右舷船首方至近に接近したので、可変ピッチプロペラの翼角

を後進一杯とした。 

 Ｂ船は、Ａ船と衝突し、本事故発生場所付近に投錨した。 

 船長Ｂは、乗組員の安全、浸水の有無及び船体の安全を確認した

後、海上保安庁に本事故の発生を通報し、船舶所有者及び運航会社に

連絡をした。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大図）、付表１ Ａ

船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、１号レーダーを３Ｍレンジ、２号レーダーを１.５Ｍレン

ジとし、共にノースアップ（映像画面の上が北として表示される指示

方式。）のオフセンター（映像画面上、自船の位置を中心から移動さ

せて表示させる機能。）表示とし、エコートレイル設定を１分として

使用していた。 

 本事故当時、Ａ船の船橋には、船長Ａのほか、機関長がエンジンテ

レグラフの操作につき、航海士Ａ１が接岸する岸壁付近の水深を海図

で確認をし、別の航海士が航海日誌の整理を行い、甲板長は船橋の左

舷側の前面でＡ船の船首方を通過するＣ船を見ていたものの、船長Ａ

以外の乗組員は、船長Ａが汽笛を吹鳴するまでＢ船が針路を変えたこ

とに気付いていなかった。 

 Ａ船は、満載状態における速力区分によると、半速力前進が約８.

０knであった。 

 船長Ａは、これまでに他船の動静を不審に思ったとき、汽笛の吹鳴

及びＶＨＦでの呼び出しを行うことにより、他船がそれらの信号に気

付いて針路を変えるなどして衝突を回避できていたので、本事故当時
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もＢ船が、Ａ船の汽笛の吹鳴及びＶＨＦでの呼び出しに気付いて針路

を元に戻して衝突を回避できるものと思っていた。 

 船長Ｂは、レーダーを６Ｍレンジとし、ノースアップのオフセンタ

ー表示とし、エコートレイルを使用していた。 

 船長Ｂは、Ａ船からＶＨＦで呼び出されたとき、左手に舵輪を、右

手に可変ピッチプロペラのダイヤルを持っていたので、ＶＨＦに応答

できなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、二等航海士の船橋当直時間であったものの、

二等航海士が船体の塗装作業に従事していたため、船長Ｂが継続して

単独の船橋当直についていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船に乗船して約７か月の経験があり、本来の船長が休

暇のため下船したときに臨時で船長の職につき、Ｂ船の船長として約

２か月の経験があった。 

 船長Ｂは、Ｂ船に乗船する前に可変ピッチプロペラの船舶に航海士

として乗船した経験が約３か月あったが、可変ピッチプロペラの翼角

を０°として舵を操作した経験がなく、可変ピッチプロペラの翼角を

０°として舵を操作しても、固定ピッチプロペラの船舶で機関を停止

して舵を操作した時と同じように舵効が得られるものと思っていた。 

 船長Ｂは、本事故後、後任として乗船した船長から、可変ピッチプ

ロペラの翼角を０°として舵を操作した場合、舵効を得ることができ

ないことを知らされた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、抜錨して手島北西方沖を東進中、船長Ａが、いずれＢ船が

元の針路に戻してＡ船と左舷を対して通過するものと思い、同じ針路

で増速しながら東進を続けたことから、衝突を避ける動作が遅れ、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、汽笛で短音の吹鳴を続け、また、ＶＨＦでＢ船を呼び出

していたことから、いずれＢ船が、Ａ船からの汽笛の吹鳴及びＶＨＦ

での呼び出しに気付き、元の針路に戻してＡ船と左舷を対して通過す

ると思っていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、手島北西方沖を先行するＣ船に続こうと左転して南西進

中、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船と衝

突のおそれのある態勢で接近していることに気付かずに航行し、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船の左舷船首方を先行するＣ船とＢ船の距離が約０.

５Ｍであり、Ａ船がＣ船とＢ船の間を通過することはないと思ってい

たことから、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったものと考
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えられる。 

 船長Ｂは、１２時５５分ごろ、Ａ船がＣ船とＢ船の間を通過する態

勢で東進していることを認めて危険を感じた際、可変ピッチプロペラ

の翼角を０°とせずに、右舵又は左舵一杯とすれば、舵効を得ること

ができ、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、手島北西方沖において、Ａ船が抜錨して東進中、Ｂ船が

左転して南西進中、船長Ａが、同じ針路で増速しながら東進を続け、

また、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・接近する他船の動静を注意深く監視し、必要に応じて衝突を避け

るための動作を適切にとること。 
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付図１ 航行経路図 
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付図２ 航行経路図（拡大図） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 

12:50:07 34-25-03.4 133-38-17.4 252.2 127 0.3 

12:51:07 34-25-02.4 133-38-17.7 160.1 111 1.5 

12:52:09 34-25-01.4 133-38-19.6 104.9 091 2.2 

12:53:06 34-25-01.3 133-38-22.7 090.1 092 3.1 

12:54:06 34-25-01.2 133-38-27.4 091.6 095 4.4 

12:55:16 34-25-00.7 133-38-34.7 093.2 091 5.6 

12:55:35 34-25-00.6 133-38-37.0 092.5 090 5.9 

12:55:55 34-25-00.8 133-38-39.2 084.2 100 5.8 

12:56:03 34-25-00.8 133-38-40.1 084.9 108 5.7 

12:56:16 34-25-00.8 133-38-41.7 091.6 126 5.4 

12:56:25 34-25-00.7 133-38-42.5 099.9 138 5.1 

12:56:35 34-25-00.3 133-38-43.4 111.6 155 4.8 

12:56:42 34-25-00.0 133-38-44.0 121.3 166 4.4 

12:56:53 34-24-59.5 133-38-44.5 134.8 181 4.1 

12:57:06 34-24-58.8 133-38-45.0 155.7 201 3.7 

12:57:16 34-24-58.1 133-38-45.1 168.0 212 3.7 

12:57:29 34-24-57.4 133-38-44.9 188.4 226 3.4 

12:57:39 34-24-56.9 133-38-44.7 203.2 233 3.2 

12:57:52 34-24-56.4 133-38-44.2 217.9 239 2.9 

12:58:53 34-24-54.9 133-38-41.5 242.6 254 2.5 

12:59:55 34-24-54.1 133-38-38.7 254.3 265 2.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真方 

 位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力

（kn） 

12:48:08 34-25-44.5 133-40-48.7 257.7 257 13.4 

12:49:08 34-25-41.5 133-40-32.9 257.5 257 13.3 

12:50:07 34-25-38.6 133-40-17.2 257.5 258 13.3 

12:51:07 34-25-35.7 133-40-01.4 257.2 258 13.4 

12:52:07 34-25-32.2 133-39-45.9 251.9 251 13.3 

12:53:07 34-25-28.1 133-39-30.6 252.1 250 13.3 

12:54:04 34-25-23.9 133-39-16.3 247.0 237 13.1 

12:55:07 34-25-15.8 133-39-02.7 231.2 228 13.2 

12:55:37 34-25-11.2 133-38-57.1 220.8 210 12.9 

12:55:48 34-25-09.2 133-38-55.6 212.4 210 12.7 

12:55:57 34-25-07.6 133-38-54.4 212.0 212 12.5 

12:56:07 34-25-06.0 133-38-53.1 212.5 218 11.8 

12:56:18 34-25-04.5 133-38-51.7 217.5 224 10.7 

12:56:27 34-25-03.4 133-38-50.4 223.2 226 9.8 

12:56:37 34-25-02.5 133-38-49.1 228.7 220 8.6 

12:56:48 34-25-01.6 133-38-47.9 228.8 210 7.6 

12:56:57 34-25-00.9 133-38-47.1 223.5 203 6.5 

12:57:07 34-25-00.2 133-38-46.6 215.5 191 5.1 

12:57:11 34-25-00.1 133-38-46.3 221.9 181 4.5 

12:57:20 34-24-59.6 133-38-46.1 204.3 168 3.5 

12:57:30 34-24-59.1 133-38-46.2 180.9 164 3.0 

12:57:50 34-24-58.2 133-38-46.7 157.9 165 2.9 

12:58:32 34-24-56.4 133-38-47.4 166.6 190 2.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真方 

位である。 

 


